
 

 

た費用の一部を助成すると

いうものです。 

これまでは事業場内最低

賃金が 800 円未満の事業場

を対象としていましたが、

1,000 円未満の事業場にも対

象が拡充されました。また、

大幅な事業場内最低賃金の

引上げ（90円以上）を行う事

業場に対する助成措置が新

たに新設されます。 

なお、拡充後の本助成金の

支給は、第二次補正予算の成

立が条件となりますが、申請

自体は予算成立前でも可能

となっています 

◆キャリアアップ助成金の

拡充内容 

キャリアアップ助成金の

うちの「賃金規定等改定（処

遇改善コース）」は、有期契約

労働者、短時間労働者といっ

たいわゆる非正規雇用労働

者の基本給の賃金規定等を

2％以上増額改定し、昇給し

た場合に助成する制度です。 

今回、中小企業が基本給の

賃金規定等を 3％以上増額改

定し、昇給した場合、助成額

が加算されることになりま

した。 

◆平成 28 年度の最低賃金に

ついて（参考） 

平成 28 年度の地域別最低

賃金の改定の目安が厚生労

働省より公表されました。 

それによると、今年度の全

国加重平均の時給は 823 円

（昨年度 798 円）で、25 円

増（昨年度 18 円増）と過去

最大の上げ幅となっていま

す。 

最高額は 932 円（東京都）、

最低額は 714円（沖縄県、宮

崎県）で、各都道府県におい

て、10月 1日から 10月中旬

にかけて、順次改定されま

す。 

 

女性社員が考える結婚・

出産後の「キャリア意識」 
◆「結婚・出産後も働きた

い」女性が 9割近く 

女性の場合、結婚・出産

などのライフイベントが、

キャリアプランに影響を与

えることが多いものです。

妊娠・出産となると、産

休・育休など会社を離れる

期間が生じますし、その後

の女性のキャリア意識は、

それぞれの事情によって

様々です。 

首都圏に勤務するキャリア

女性（27才～33才）を対象

に実施した『結婚・出産後

のキャリア意識』について

のアンケート調査では、「結

婚・出産後に、どのような

働き方をしたいと考えてい

ますか？」との質問に対し

て、「結婚・出産後も働きた

い」と回答した女性が

86.7%という結果となったそ

うです。 

◆「専業主婦になってもい

いが、また働きたい」は５

割超 

上記の「結婚・出産後も働

きたい」との回答の内訳は、

「キャリアを途切らせること

なく継続的に働きたい」が

33.0%、「一時的に専業主婦

（無業）になってもいいが、

また働きたい」が 53.7%とな

っています。 

以上のことからは、子育て

にはしっかり時間をかけたい

という意識と、まだまだ企業

の両立支援の制度が整ってい

ない現状が見て取れます。 

◆仕事と育児を両立できる

職場が求められている 

育休を長く取得することを

希望している女性が多い一

方、なかなかそこまでの制度

は整っていない職場が多いと

いうのが現状です。 

中小企業では人員の関係も

あり、対応が難しいところで

すが、女性の活躍が社会的に

も進んでいく中で、「キャリ

ア継続」と「子育て」のいず

れかを選択しなければならな

いという職場環境では、さら

に深刻な人手不足の問題に直

面しかねません。 

できるところから、今後の

対応を考えみてはいかがでし

ょうか。 

 

査実施、制度設計・見直し、

介護に直面する前の労働者

に対する社内研修・制度周

知、介護に直面した労働者の

ための相談窓口の設置・周

知、働き方改革など）を行っ

た企業に 60 万円が支給され

るものです（１企業１回の

み）。 

さらに、仕事と介護の両立

に資する職場環境整備に加

え、労働者の円滑な介護休業

の取得・職場復帰や介護のた

めの時差出勤制度などを実

現した事業主に対して助成

を行う『介護離職防止支援助

成金（仮称）』が創設される予

定です（9 月下旬に召集され

る臨時国会で二次補正予算

が成立した場合）。 

◆「ダブルケア」の問題も発

生 

最近は介護を行うだけで

なく、介護と同時に育児も行

わなければならない「ダブル

ケア」の問題も発生してお

り、約 25万人（女性約 17万

人、男性約 8万人）がダブル

ケアを行っているとの調査

結果が出ています（４月に発

表された内閣府男女共同参

画局「育児と介護のダブルケ

アの実態に関する調査」）。現

在、人手不足・人材不足が経

営上の大きな課題となって

おり、企業としては、育児・

介護等、プライベートで様々

な問題を抱えている労働者

をいかに辞めさせないかに

ついて、真剣に考えなければ

ならない時期に来ていると

言えるでしょう。 

 

「業務改善助成金」「キ

ャリアアップ助成金」が

拡充されます！ 

◆補正予算による措置 

平成 28 年度の補正予算案

が閣議決定されました。 

最低賃金引上げのための

環境整備として、経営力強

化・生産性向上に向けて、中

小企業・小規模事業者への支

援措置を推進・拡充する国の

方針を踏まえ、予算案には

「業務改善助成金」および

「キャリアアップ助成金」等

の助成額等の拡充などが盛

り込まれています。 

◆「業務改善助成金」の拡充

内容 

業務改善助成金は、中小企

業・小規模事業者が生産性向

上のための設備投資などを

行い、事業場内で最も低い賃

金（事業場内最低賃金）を一

定額以上引き上げた場合に、

その設備投資などにかかっ

増加する「介護離職」の防

止を支援するための助成

金 

◆「介護離職」が増加してい

ます！ 

近年、親族などの介護を理

由に離職を余儀なくされる

労働者が増えています。 

このいわゆる「介護離職」

は、企業にとっては重要な働

き手を失ってしまうという

マイナス面、労働者にとって

は収入を失ってしまう（転職

しても年収がダウンしてし

まうケースが多い）というマ

イナス面があり、国や厚生労

働省でも「いかに介護離職を

減らすか」ということに力を

入れています。 

◆２つの助成金の概要 

今年度より、介護離職の防

止を支援するための施策と

して、両立支援等助成金のメ

ニューに『介護支援取組助成

金』が加えられました。 

この助成金は、労働者の仕

事と介護の両立に関する取

組みを行った事業主に対し

て助成を行うもので、具体的

には、厚生労働省が作成して

いる「介護離職を予防するた

めの両立支援対応モデル」に

基づく取組み（仕事と介護の

両立に関するアンケート調
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